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経営陣・管理監督職・ダイバーシティ活動関係者を含む
全職員で一致団結して以下の職場環境改善に努める。

1. 休業取得が「迷惑をかける」「迷惑をかけられる」と捉ら
えられるのではなく、「お互い様、おかげ様」という同僚
間での感謝と敬意に支えられた風土にすること。

2. 休業取得による業務運営への影響を抑えるべく、休業取得
予定者・上司・同僚は十分な時間をかけて休業前の準備に
協力すること。

3.   HR部門が窓口となって休業取得（予定）者からの質問や心
配の解消に努めること。

4.   育児・介護と仕事の両立のコツを気軽に職員間で話すこと
ができる機会を提供すること。

5.   私たちの職場環境の改善の進捗を真摯に議論すること。

育児・介護休業取得促進への決意に関する協定書
2022年10月1日締結

育児休業取得促進の為の私たちの決意

はじめに1

https://groups.oist.jp/ja/system/files/Agreement%20on%20our%20Commitment.pdf
https://groups.oist.jp/ja/system/files/Agreement%20on%20our%20Commitment.pdf
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２ 妊娠がわかったら※

➊ お住まいの役所から親子（母子）健 康 手 帳 を も ら い ま し ょ う 。

(おおよそ11週頃までに）

❷ 親子（母子）健 康 手 帳 を も ら っ た ら 、 時 期 を み て 職 場 へ 報 告 し ま し ょ う 。

（ 個 人 差 もありますが、親 子 （母子）手 帳 をもらう頃 は悪 阻 （ つ わ り ）も き つ く な

る 時 期 で す 。ま ず は 早 め に 上 司 に 報 告 しましょ う。）

➌ できれば出産予定日の 6 ヶ月前までに産前・産後休業および育児休業の取得や

業 務 の 引 き継 ぎ に関 わ る こ と 、復 職 希 望 時 期 につ い て 上 司 と相 談 しましょう。

休業 1 ヶ月 前 ま で に は 、 人 事 マ ネ ジ メ ン ト セ ク シ ョ ン ヘ 休 業 の 申 請 を し ま し ょ う 。
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妊婦検診
妊娠中は母子ともに安全•安 心 な 出 産 のた めに定 期 的 な健 康 診 査 を受 けましょう。親

子（母子）健康手帳と一緒に交付される妊婦健診受診票を 、 医療機関へ提出して健

診 を 受 け て く だ さ い 。

妊娠 １２週～２３週 • • • • ４ 週 間 に １ 回

２４週～３５週 • • • • ２ 週間に１回←３５週 から産 前 休 業 に入 ります

３６週～出産まで• • • １ 週間に１回

産後検診

・ 医 師 ま た は 助 産 師 よ り 、 保 険 指 導 又 は 健 康 診 査 を 受 け る よ う 指 示 さ れ る こ と

があ り ま す 。

・ 乳 児 検 診 な ど が あ り ま す 。

母親（両親）学級

各産婦人科、自治体などで妊娠中の体や心の変化 、 出 産 • 育 児 について学 ぶ機 会 が

設 け ら れ て い ま す 。 妊婦さん同士の情報交換や 、 不安や疑問など助産師や保健師に

相 談 で き る チ ャ ン ス で す 。 産 婦 人 科 や お 住 ま い の 自 治 体 ヘ ス ケ ジ ュ ー ル を 確 認 し 、

ご 活 用 く だ さ い 。 妊 婦 健 診 や 両 親 学 級 を 受 け る た め の 特 別 休 暇 は あ り ま せ ん 。

有 給 休 暇 を 上 手 く 活 用 す る と よ い で し ょ う 。

万が一の緊急時に備え 、 パ ート ナ ーや 親 族 に 繋 が る 緊 急 連 絡 先 、 か か り つ け

の 病 院 名 と 連 絡 先 な ど を 常 に 携 帯 す る よ う に し て くだ さ い 。

産休に入るまでは

体 調 に あ わ せ た 働 き 方 が 出 来 る よ う 、 適宜上司に報告 • 相 談 を行 い 、 業務の

引 継 ぎ は 早 め に 済 ま せ て お き ま し ょ う 。 妊娠中の経過は個人差が大きく 、 急 に

母 体 や 胎 児 の 状 態 が 変 化 す る こ と が あ り ま す 。 体 調 に 変 化 が あ る と き や 、

医 師 や 助 産 師 の 指 導 が あ った とき は 、 内 容 を 的 確 に 伝 え る こ と が 出 来 る よ う

「母性健康管理指導事項連絡カー ド 」 を 利 用 し ま し ょ う 。

※近隣の産婦人科の情報は、OIST ヘ ル ス セ ン タ ー (098-966-8945, ext.28945)

へ お 問 合 せ く だ さ い 。
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３ OIST休業等制度

妊娠 出産 子１歳

①時間外勤務等の制限

③産前休業

⑧育児時間

⑨育児短時間勤務

⑩育児のための所定外労働の制限

⑪育児のための時間外労働の制限、

⑫子の看護休暇

②妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

６週間前 6－８週間後

誕生日の前日

➃産後休業

※特別休暇

「パパママ育休プラ

ス制度」子が１歳２ヶ

月になるまで育児休業

を延長。詳細は「５産

休・育休中の給付金

等支援」の 9ページを

ご確認ください。

⑤特別休暇（5a,b）⑥出産時育児休業

5

小学校入学子3歳

深夜勤務の制限

誕生日の前日

誕生日の前日

誕生日の前日

小学校入学前まで

小学校入学前まで

妊娠・出産する職員

配偶者が妊娠・出産する職員

両方

⑦育児休業 *常勤は3歳まで可能
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４ OIST休業等制度の概要

時間外勤務、休日出勤、深夜勤務の制限を求めることが可能

①時間外勤務、休日出勤、深夜勤務の制限

妊娠中、保健指導又は健康診査を受けるための必要な時間を要求できます。

ま た 、 出産後１年以内であり、医 師 、助産師、看護師が必要と認めた場合、

保 健 指 導 又 は 健 康 診 査 を受 けるための時 間 を要 求 出 来 ます。特 別 休 暇 はあ

り ま せ ん 。 有 給 を う ま く 活 用 し ま し ょ う 。

②妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

非常勤

無給

常勤

無給

出生後8週間以内に4週間 （28日）以内の期間を2回まで分割して

取得可能。

出産予定日の 6 週間前、多胎妊娠の場合 14 週間前から取得可能

③産前休業

出 産 の翌 日 から８ 週 間 。ただし、産 後 ６ 週 間 を経 過 し、

医 師 により支 障 がないと認 められた場合 、本 人の請求 により就業 可。

➃産後休業

a. 配偶者の出産の場合、最長 3 日間取得可能。

a. 配偶者が6週間以内に出産を予定し（多胎妊娠の場合は14週間）

又は 産後8週 間 を経 過 していな い場 合 であって、新 生 児 又 は

そ の 他 の 小 学 校 入 学 前 の 子 の 養 育 を す る 必 要 が あ る 場 合 、

最長5日間取得可能。

⑤特別休暇 (a, b)

有給

常勤 非常勤

有給 有給
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※１… 非常勤職員の産前・産後休業中はOISTからの給与・手当はありませんが、 私

学共済加入者には共 済 よ り 出 産 手 当 金 の給 付 があります。

※ ２ … 常 勤 ・ 非 常 勤 職 員 ともに 、 出 生 時 育 児 休 業 / 育児休業はOISTからの給与・

手当はありませんが、 雇用保険加入者で受給要件を満たす方は雇用保険より育

児休業給付金の給付があります。

詳 細 は 、次 ペ ージ 「産休・育休中の給付金等支援」をご覧 くだ さい 。

妊娠•出産する職員

配偶者が妊娠•出産する職員

両方

1歳に達しない子を養育する女性職員は、正規の休憩時間の他 に 1 日 2 回

各回少なくとも 30 分の休憩を取 得 可 能 。た だ し 、 1 日の所定労働時間が 4

時間以下の場合には 1 回のみ取得可能。

⑧育児時間

子が 3 歳に 達 す る ま で 、 1 日に 2 時間を越えない範囲で、30 分単位で

所定労働時間を短縮可能（育 児 時 間 が 承 認 され てい る 職 員は そ の 時

間 を含 む ）。

⑨育児短時間勤務

子が 3 歳 に 達 す る ま で 、 所定外労働の制限を求めることが可能。

⑩育児のための所定外労働の制限

子 が 小 学 校 に 入 学 す る ま で 、 時 間 外 勤 務 の 制 限 を 求 め る こ と が 可能

⑪育児のための時間外労働の制限、深夜勤務の制限

⑫子の看護休暇（特別休暇）

小学校入学前の子が疾病にかかり 、 又は負傷した場合で 、 当該子の世 話 を

する必 要 がある場 合 、 又 は 、 予防接種又は健康診断を受 け させ る 場 合 、

子１人につき１年に５日間（２人以上の子がある場合は 10 日間）取得

可能。HEARTシステム上でお子さんの家族登録が必要。

※所定の労働日数が1週間に2日以下の職員には適用されません。

常勤のみ

⑦育児休業

常勤職員の場合は子が３歳に達するまで、非常勤職員の場合は子が１歳

に達するまでの必要期間取得可能。

⑥出生時育児休業

非常勤

有給

非常勤

無給

常勤

有給

有給

常勤

有給

常勤

非常勤

有給

無給※２

常勤

無給※２

非常勤

常勤

有給

無給※１

非常勤

常勤

有給

無給※１

非常勤

常勤

無給※２

非常勤

無給※２



５ 産休・育休中の給付金等支援
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出産時

【出産費／出産育児一時金】対象：私学共済に加入している常勤職員、非常勤職員

〇支給される額

産科医療補償制度対象分娩の場合 500,000 円

産科医療補償制度対象分娩で な い 場合 488,000 円

上記出産費とは別途 50,000 円出産費付加金（私学共済）

〇支給方法

直接支払い制度を利用する場合、 加入している保険組合が直接、 出産された医療

機関等へ出産費用を支払います。 私学共済加入者に対しては、 出産費用が支給額

を上回る場合はその分個人負担となり、 下回る場合は差額が出産日から３ヶ月前後で

自 動 的 に決 定 され、本 学 を経 て加 入 者 へ支 給 されます。

※出産費に つ い て 、 産 院 が 直 接 支 払 制 度 を利 用 している場 合 には産 院 が 手 続 きを行 いま す。 産院へご確認く

だ さ い 。 直 接 支 払 制 度 を 利 用 し て い な い 産 院 の 場 合 、 人 事 マ ネ ジ メ ン ト セ ク シ ョ ン ヘ ご 連 絡 くださ い。

産前・産後休業中

【本給・住居手当】対象：常勤職員

〇支給期間

産前・産後休業期間中

〇支給される額

本給と同額

【出産手当金（私学共済）】対象：私学共済に加入している非常勤職員

非常勤職員は産 前 ・ 産後休暇中は無 給 と な る 為 、 私学共済に加 入 し 受 給 要 件 を

満たす場合は、出産手当金が支給されます。

〇支給期間

予定日以前42 日（多胎妊娠の場合は 98 日 ) から出産の日後56 日までの間 で休 ん だ

期 間 。

〇支給される額

1 日 に つ き 、 支給開始日の属する月以前の 、 直近の継続した 12 ヶ月 間 の 各 月 の

標準報酬月額の平均額の 22 分の 1 に 相 当 す る 額 の 80 % 。た だ し 、支 給 開 始 日

以前の期間が 12 ケ月 に 満 たな い 場 合 は 、 次 の い ず れ か 少 な い 金 額 の 80％か ら

本 学 で支 払 った報 酬 を差 し引 いた額 。

・支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の 22 分の 1 に相当する金額

・支給開始日の属する年の前年度の 9 月 30 日における短期給付に関する規定の適用を受ける全加入者の

標準報酬月額の平均額の 22 分の 1 に相当する金額

育児休業中

【育児休業給付（雇用保険）】対象：常勤職員、雇用保険に加入している非常勤職員

〇支給の条件

1. 休業開始前の 2 年間に賃金支払基礎日数 11 日以上ある完全月が 12 ヶ月以上

2 . 休業中、就業している日数が各月10日 以 下 で あ る ととも に 、休 業 日 が 1 日以上

あ る こ と

(10 日を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、就 業 している時 間 が 80 時間以下で あ る こ と 。

ま た 、80% 以上の賃金が本学から支払われている場合には雇用保険からの給付額は 0 円と な る 。）

〇支給期間

子が 1 歳（ パ パ マ マ 育 休 プ ラ ス 制 度 の 場 合 1 歳 2 ヶ月 ま で 、保 育 所 等 に 入 所 で き

な い な ど 、一定の場合には最大 2 歳）になる誕生日の前々日まで。

〇支給される額

休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%（育児休業の開始から 6 か月経過後は 50%)

支給額にはそれぞれ上限・下 限 が 設 け ら れ て おり 、毎 年 8 月 1 日に 改 訂 され ます。

出産後

【児童手当】対象：日本在住者

〇支給の条件・期間

中学校修了までの国内に住所を有する児童(15 歳の誕生日後の最初の 3 月31 日まで）

〇支給される額
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児童の年齢 ３歳未満 ３歳以上 小学校修了前 中学生

児童手当の額
（一人当たり月額）

一律 15,000 円 10,000 円
（第３子以降は 15,000 円）

一律 10,000 円

※各市町村で各自申請が必要です。

※児童を養育している方の所得が国の定める所得制限限度額以上の場合は、月額一律 5,000 円 が 支 給 されます。

※「第 3 子以降」とは、高 校 卒 業 まで (18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日ま で ） の 養 育 し て い る 児 童 の う ち 、

3 番目以降を いいま す。

給付金の受給、 保険料等の免除は事前の申請が必要です。 人事マネジメントセ

ク シ ョ ン に 問 合 せ 、 必 要 な 書 類 手 続 き を 進 め て く だ さ い 。

職 員 の 配 偶 者 が 職 員 の 取 得 以 前 に 育 児 休 業 を 取 得 し て い る 場 合 は 、 当 該 子 が １ 歳

２ ヶ 月 に 達 す る ま で 育 児 休 業 を 延 長 す る こ と が 可 能 。 該 当 す る職 員 に対 し、育 児 休 業

給 付 金 も当 該 子 が１ 歳 ２ ヶ月 に達 す るま で 支 払 わ れ ま す 。 取 得 期 間 の 例 は 、 ダ イ

バ ー シ テ ィ ウ ェ ブ サ イ ト よ り ご 確 認 頂 け ま す 。

https://groups.oist.jp/ja/ged/parents

パパママ育休プラス制度



６ 産後の手続き
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出生届け

出生日から 14 日以内（国外で出生した場合は3か月以内）に 、 各 市 町 村 役 所 で 出

生 届 け を 行 ってください。 原 則 と し て 父 親 もしくは母 親 が 届 出 を行 いますが、 代 理 人

による届 出 が可 能 な場 合 もあります。市 町 村 役 所 へ お 問 合 せ く だ さい 。

必要書類

①出生証明書（医師が記入）( a ) ②出生届(b（) 出生証明書と一体） ③親子（母子）健康手帳

➃写真付き身分証明書（保護者） ⑤印鑑

⑥養育者の外国人登録証（子どもの養育者が外国籍の場合）

※両親が外国人の場合、外国人登録や国籍申請に必要な「出生届受理証明書 (c)」 お よ び 「出 生 届

記載事項証明書(d)」を 申 請 し て く だ さ い 。出 生 届 を提 出 してから１ 週 間 後 に申 請 ができます。ま た 、

(a)、 (b)、 (c)  および (d) の画 像 は巻 末 に掲 載 されています。

児童手当の申請
出生日の翌日から 15 日以内に、各 市 町 村 役 所 で申 請 してください。原 則 として、申 請

した月の翌月分から支給が開始されます。 さ か の ぼ っ て 申 請 す る こ と は で き ま せ ん の

で 、 出生届け と同 じ 日 に 申 請 す る こ と を お 勧 め し ま す 。

必要書類例 ※市町村によって異なりますので各町村役場で確認下さい。

①健康保険証の写し（保護者） ②児童手当認定請求書（役所にて配布、記入）

③保護者名義の金融機関の口座番号がわかるものの写し ➃印鑑 ⑤ マ イ ナ ン バ ー

こども医療費助成

医 療 保 険 の 適 用 を 受 け る 子 ど も の 医 療 費 に は 各 市 町 村 役 所 よ り 助 成 が あ り ま す 。

申請後、受給資格者証が交付されます。 補助の対象は通院および入院、 調 剤 、 歯科診

療となり、 予防接種や健康診断など、 保険適用外の分は助成の対象にはなりませんのでご

注 意 ください。子 ど も の 健 康 保 険 証 が 発 行 されてからの申 請 に な り ま す 。

必要書類例 ※市町村によって異なりますので各町村役場で確認下さい。

①対象となる子どもの医療保険証 ②保護者名義の普通預（貯）金通帳 ③印鑑

子どもの在留資格取得、パスポート発行
（※両親が外国人の場合）

出生から30 日以内に入国管理局で子どもの在留資格の申請、子どもの国籍国の在日大使館で

パスポー トの発行を行ってください。国によって必要書類が異なるので、詳細は各機関へお問い合

わせください。

人事マネジメントセクションへの届出（休職１ヵ月前）

■ 出産費の請求

※直接支払制度を行っていない産院の場合

■ 子の扶養者となる場合の届け出

■ 産後復職の申請

■ 育児休業の申請

■ 育児休業後復職の申請

■ 育児短時間勤務の申請*

■ 育児短時間勤務終了の申請*

*必要な場合
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手続き等詳細については、人事マネジメントセクションヘお問い合わせください。

※出産費について、産院が直接支払制

度を利用している場合には産院が手続き

を行います。産院へご確認ください。

※子どもの被扶養者認定には条件があ

ります。

※休業・復職の 1 ヶ月前までに必要書

類をご提出ください。



７ 復職にむけて考慮すべきポイント

保育関係

【保 育 園 を 探 す 】可 能 で あ れ ば 、動 き や す い 出 産 前 が 良 い で し ょ う 。

【保 育 園 を絞 る 】第 三 希 望 ま で あ る と 良 い で し ょ う 。OIST学 内 にも保 育 施 設 があります。

【 入園申込手続き 】 認可園、無認可園では提出書類に違いがあります。 ま た 、 各市町

村 役 所 によって必 要 書 類 が 異 な り ます 。

新年度 4 月 から認可園に入園を希望する場合には、前年の 11 月

に は 必 要 書 類 を自 治 体 に 提 出 しておかなく てはならず、 そ の 際 に

在職証明等が必要となる場合があります。 その際は人事マネジメントセ

ク シ ョ ン ヘ 早 め に 依 頼 し ま し ょ う 。

復職後の協力体制の確認：急な病気時の対応、お迎え時間等、復職後の役割分担など、

ご 夫 婦 で し っ か り 確 認 し て お き ま し ょ う 。

【 入園決定通知】入 園 が決 定 すると、園（役所）で の 面 談 が あ り ま す 。 慣 らし保 育 の

期 間 も 確 認 し て く だ さ い 。 ま た 、 園生活で必要な 物 な ど は 早 め に

準 備 し て お き ま し ょ う 。 入 園 ま で に 一 時 保 育 を 利 用 す る の も

お す す め で す 。

チェックポイントの例

・園の教育方針 ・保育の様子 ・自宅⇒園⇒職場までの距離（時間）

・待機児童数 ・延長保育の有無 ・アレルギー食 へ の 対 応 等

必要書類の例

・在職証明書 ・入所申込書 ・健康診断書 ・源泉徴収票
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産後又は育児休業から復職に向けて

【復職時期の再確認】

復職希望日の 3ヶ月くらい前から、同僚や上司などと連絡を取り、現在の職場の様子や変わ

っている点などを確認しておきましょう。

復職に向けた面談の設定：復職日 1 ヶ月ほど前までには直属の上司との面談を設定することを

お勧めします。復職後の働き方、配慮して欲しいこと、子どもの健康状態なども伝えておきます。

【復職したら】

慣れたはずの職場であっても復職初日は緊張するものです。張り切りすぎると体調を崩したりする

ので、力を入れすぎず慣れていきましょう。

また、子どもも体調を崩しやすい時期です。突然の休みや早退に備え、日ごろから仕事を整理し、

上司や同僚とよくコミュニケーションをとりましょう。

13



８ 学内の支援情報
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てだこチャイルドデベロップメントセンター
（CDC )

本 学 職 員 及 び 学 生 の 生 後 ２ ヶ月 か ら５歳（4月2日時点の年齢） ま

で の お 子 さ ん が 入 園 す る こ と が 出 来 ま す 。 開園時間は 、OIS Tの休日 、

職員研修日を除く、月曜日～ 金曜日 8 : 00- 18 : 00 です。 * 健康 と安全

上の理由等のため、臨時休園する場合があります。

https://groups.oist.jp/ja/cdc

小中学校に通う子どもたちのサポート

小 中 学 校 プ ロ グ ラ ム で は 、 5 歳 から 12 歳 ま で の 子 ど も を サ ポ ー ト

し て い ま す 。 サ ー ビ ス 内 容 に は 、 ア フ タ ー ス ク ー ル プ ロ グ ラ ム や ホ

リ デ ー プ ロ グ ラ ム が あ り ま す 。

https://groups.oist.jp/ja/sap

ス ク ー リ ン グ オ プ シ ョ ン で は 、 沖縄で利用可能な様々な学校教育の

選 択 肢 に関 する情 報 を提 供 しています。

https://groups.oist.jp/ja/csd/schooling-options

がんじゅうサービス

が ん じ ゅ う サ ー ビ ス は 、 O I S T の職員、学生及びそのご家族 ( 子ど も

を含 む ) もご 利 用 可 能 で す 。 が ん じ ゅ う 図 書 ス ペ ース に は 子 育 て に

関 す る さ ま ざ ま な 本 が あ り ま す 。 ま た 子 育 て に 関 す る イ ベ ン ト も

行 っ て い ま す 。

https://groups.oist.jp/ja/ganjuu

小中学校プログラム (SAP)

スクーリングオプション

Stop-the-Clock
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テ ニ ュ ア ト ラ ック教 員 は、出産、養子縁組、育児に関する保護者 と し て の責任を果 たす

た め 、 雇用契約の延長及びテニュア審査 の 延 期 を 求 め る こ と が で き ま す 。 ま た 、サ

イ エ ン ス テ ク ノ ロ ジ ー ア ソ シ エ イ ト に 関 し て も 、出産、養子縁組、育 児 に 関 す る 保 護

者 の 責 任 を 果 た す た め 、 雇用契約の延長及びレ ビ ュ ー の 延 期 を 求 め る

こ と が 出 来 ま す 。

お問い合わせ先：教員担当学監オフィス fao-enquiries@oist.jp

出張支援プログラム

育児中の職員及び学生が職務上 、 キ ャ ン パ ス 外 で 行 わ れ る 学 会 や シ ン ポ ジ ウ ム 等 の

行事に 、 講演や発表を行うため出張が必要であり 、 その間子の同伴が必要 、 あ る い は

特 別 に 子 の 養 育 の た め の ベ ビ ー シ ッ タ ー を 雇 う 等 し な け れ ば 出 席 で き な い 場 合 に 、

子 の 交 通 費 も し くは ベ ビ ーシ ッ タ ー経 費 を 一 部 補 助 し て い ま す 。

お 問 い 合 わ せ 先 ： ダ イ バ ーシ テ ィ diversity@oist.jp

出 張 支 援 プ ロ グ ラ ム の 詳細は、 下 記 URL も し く は 右 QR コー ド を ご

覧 く だ さ い 。

https://groups.oist.jp/ja/ged/business-travel-support-bts-

program

学内設備

■ オムツ交 換 台

学 内 に あ る い く つ か の 女 性 用 ト イ レ お よ び 多 目 的 ト イ レ に は オ ム ツ 交 換 台 が

設 置 さ れ て い ま す 。

■ マ ザ ー ズ ル ー ム (Lab 3 C729、Lab 4 C 0 3 、 カ ン フ ァ レ ン ス セ ン タ ー 内

） 本学の女性教職員、学生および そ の家族が、搾乳 、授乳時や、妊娠

期または出産後に短時間の休憩が必要な場合に利用できます。

オムツ交 換 台 、マザ ーズル ーム設 置 場 所 に関 する情 報 は下 記URL

も し く は 右QRコ ー ドよ り ご 確 認 く だ さ い 。

https://groups.oist.jp/ja/ged/parents

mailto:fao-enquiries@oist.jp
mailto:UCS.Diversity@oist.jp


９ 医療情報関係
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OISTヘルスセンター

OIST ヘ ル ス セ ン タ ー は 、 OIST コミ ュ ニ テ ィ の 総 合 的 な 健 康 を サ ポ ー ト し て お り 、

看 護 師 も常 駐 しています。教 職 員 、学生 、及 び そ の ご 家 族 も ご 利 用 可 能 で す 。ま た 、

医師は不 在 の場 合 もありますので、 事 前 に ヘ ル ス セ ン タ ー ヘ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

ウ ェ ブ サ イ ト で は 英語対応可能な病院の紹 介 や 、 キ ャ ン パ ス で 受 け ら れ る 集団予防

接 種 な ど に つ い て も 紹 介 し て い ま す 。 ご 不 明 な 点 が あ れ ば 、 ヘ ル ス セ ン タ ー ヘ

ご 連 絡 く だ さ い 。

緊急時
OIST ヘル ス セ ン タ ー 開 室 時 間 外 で 、 お 子様やご 自 身の急な不調で 困 っ た こ と や

ご 相 談 し た い こ と が あ れ ば 、 OIST ヘ ル プ ラ イ ン を 通 し て 看 護 師 に 相 談 で き ま す 。

日英対応可能です。

24 時間緊急 OISTヘルプライン : 098-966-8989
※緊急の場合は消防及び救急車を呼んでください。下記番号は英語での対応も可能です。

消防及び救急車 : 119

国内の他のサービス
繋 が り に く い こ と が あ り ま す

休日・夜間の急な子どもの病気への対応や

病 院 受 診 の判 断 に迷 ったとき

平日 19:00 - 翌朝 8:00

土日祝 24 時間

緊 急 時 に備 え、パ ートナーや 親 族 に繋 が る緊 急 連 絡 先 、

か か り つ け の 病 院 名 と 連 絡 先 な ど を 常 に 携 帯 す る よ う に し て く だ さ い 。
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日英対応 098-966-8945（ext.28945）

OIST ヘ ル スセ ンター開 室 時 間 ： 平日 9:30-17:00

https://groups.oist.jp/ja/medical

10 その他参考資料

職員の休業等に関する手続きについて：

人 事 マネ ジ メ ン ト セク シ ョン （hr-management@oist . jp )

ハ ン ド ブ ッ ク に つい て：

d i v e r s i t y@ o i s t . j p

お問い合わせ先

HR: https://groups.oist.jp/ja/hr

産休・育休 (職員向け）

リソースセンター: https://groups.oist.jp/resource-center

Obtaining Certificates at Municipal Offices

Childcare

ダイバーシティ：https://groups.oist.jp/ja/ged

ペアレンツ

日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業

https://www.pmac.shigaku.go.jp/

関連リンク

＊もし携帯電話から上記番号に繋がらない時
098-888-5230

mailto:hr-management@oist.jp
mailto:diversity@oist.jp
https://groups.oist.jp/ja/hr/%E7%94%A3%E4%BC%91%E3%83%BB%E8%82%B2%E4%BC%91
https://groups.oist.jp/ja/hr
https://groups.oist.jp/ja/hr/%E7%94%A3%E4%BC%91%E3%83%BB%E8%82%B2%E4%BC%91
https://groups.oist.jp/resource-center/child-care
https://groups.oist.jp/resource-center
https://groups.oist.jp/ja/resource-center/how-obtain-certificates-municipal-offices
https://groups.oist.jp/ja/resource-center/child-care
https://groups.oist.jp/ja/ged/parents
https://groups.oist.jp/ja/ged
https://groups.oist.jp/ja/ged/%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84
https://www.pmac.shigaku.go.jp/
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(a) 出生証明書

(b) 出生届

(a)

(b)

(c) 出生届受理証明書

恩納村の例。形式は市町村によって異なります。
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(d) 出生届記載事項証明書

恩 納 村 の例 。形 式 は市 町 村 によって異 なります 。
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